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1. 調査の背景と目的 

 

（1）調査の背景 

 京都市は本年度（2006 年度）より、歴史的都心地区において自動車渋滞や自転車問題を
はじめとする交通問題を解決し「歩いて楽しいまち」の実現を目指すための「歩いて楽し
いまちなか戦略」を推進している。その総合的な戦略推進の中で自転車に関する交通施策
をどうするかが重要な課題の一つとなっている。そこで京都市では、都心部での放置自転
車問題の抜本的解決に向けて今後 5 年間で集中的に取り組む放置自転車対策のメニューと
スケジュールを明らかにした『都心部放置自転車等対策アクションプログラム』を策定し、
本年 10 月に公表した。 

 このプログラムは、「駐輪スペースの確保」と「駐輪マナーの向上」を柱に、公園の地下
を利用した自転車等駐車場の整備や政令指定都市で最も厳しい基準となる付置義務制度へ
の見直し、また地域の市民・事業者の啓発・監視活動と連動した撤去の強化など、先駆的
な自転車対策を複合的に展開する全国でも類を見ないものとなっている。 

 一方、京
みやこ

のアジェンダ 21 フォーラム（以下、フォーラム）では、ワーキンググループ
（以下、WG）の一つ、交通 WG が環境行動計画『京

みやこ
のアジェンダ 21』に基づいて環境に

やさしい交通体系の創出に取り組み、これまで駐輪場社会実験の実施など活動を積み重ね
てきている。その活動が評価され、「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進協議会（以下、協
議会）にも委員として参加を要請され、施策の推進に寄与することが期待されている。 

 

（2）調査の目的 

 現在、京都市では自転車利用の大部分を占める迷惑駐輪の自転車について都心区域全体
で大規模な実態把握を進めており、実効ある都心の自転車交通施策の立案に向けて、いわ
ば都心の自転車利用の少数派である駐輪場利用者の実態把握にいよいよ着手すべき段階に
至っている。 

 そこで今回、フォーラムでは、京都市の歴史的都心地区のすぐ周辺に位置する 2 つの市
営駐輪場、先斗町自転車駐車場と寺町臨時自転車駐車場の利用実態を明らかにする利用者
への聞き取り調査を行うこととした。本調査は、市が調査し明らかにした放置自転車の実
態と本調査の結果とを総合することで、「歩いて楽しいまちなか戦略」の重要な一部をなす
『都心部放置自転車等対策アクションプログラム』のより効果的な実施のための基礎資料を
得ることを目的とする。 

 交通 WG では、本調査で把握した駐輪場利用実態と放置自転車に関する京都市の大規模
な調査の結果とを会わせて検討することで、今後「歩いて楽しいまちなか戦略」の自転車
交通施策に関する具体的提案を取りまとめ、協議会等を通じた提案内容の実現を働きかけ
ることになる。 
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2. 調査の実施要領 

 

（1）調査の実施要領 

 都心の駐輪場の利用実態調査を以下の要領で実施した。 

 

• 調 査 日 2006 年 12 月 3 日（日）・4 日（月）の平日および休日各 1 日 

• 調査地点 先斗町自転車駐車場と寺町臨時自転車駐車場 

• 調査時間 先斗町は 16 時～23 時 寺町臨時は 16 時～20 時 

• 調査方法 自転車利用者を対象とした聞き取り調査（自転車引き取り時に調査） 

• 回答者数 合計 300名 

• 調査主体 京
みやこ

のアジェンダ 21 フォーラム 

• 調査協力 京都市建設局放置車両対策課 財団法人京都市駐車場公社 

 

 調査は平日および休日の各 1 日実施した。調査時間は事前に各駐輪場に利用（自転車の
引き取り）の多い時間帯を尋ねた結果、先斗町自転車駐車場は 16 時～23 時、寺町臨時自
転車駐車場は 16 時～20 時とした。 

 なお、調査日は当初 11 月 26 日（日）・27 日（月）を予定したが、雨天のため 1 週間延
期し上記の調査日に調査を実施した。 

 調査の様子を写真 2.1、2.2 に示すが、写真のとおり、駐輪場に預けた自転車を利用者が
引取りに来るタイミングで調査員が調査への協力を求め、協力が得られた利用者について
利用状況に関する聞き取り調査を行った。なお、両駐輪場とも自転車の他にバイクも預か
っているが、バイク利用者は対象にせず自転車利用者のみを対象とした。 

 

 

写真 2.1 先斗町駐輪場での調査の様子 

 

写真 2.2 寺町臨時駐輪場での調査の様子 

 

 

（2）調査票 

 駐輪場利用者に対する聞き取り調査に使用した調査票（A3版）の内容を次ページに示す。
出発地・目的地等の記録を容易にするため、地名による記録と地図に印をつける記録の両
方式で記録できるよう設計した。 
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（3）事前案内告知 

 調査に先立って駐輪場利用者に調査の実施を予告する次ページの内容の掲示物を先斗町
と寺町臨時の両駐輪場に掲出した。掲出した様子を写真 2.3、2.4 に示す。なお、掲示物に
おいては調査日を 11 月 26 日・27 日（雨天時は翌週に順延）と告知したが、前述の通り雨
天のため当初予定の調査日から 1 週間延期して調査を実施した。 

 

 

写真 2.3 駐輪場調査を予告する掲示物（先斗町自転車駐車場） 

 

 

写真 2.4 駐輪場調査を予告する掲示物（寺町臨時自転車駐車場） 
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3. 調査結果 

 

（1）回答者の属性 

① 回答者数 

 調査日・調査地点別の回答者数を表 3.1 に示す。回答者数は合計で 300 名であった。
両駐輪場とも休日の 3 日（日）よりも平日の 4 日（月）の回答者数が多く、また両日と
も調査時間の長い先斗町自転車駐車場の方が寺町臨時自転車駐車場よりも回答者数が多
い結果であった。 

 なお、調査員が調査への協力を求めても利用者に協力を断られる場合もあったため、
調査は悉皆調査にはなっていない。 

 

表 3.1 調査日・調査地点別の回答者数 

 

 

② 回答者の性別 

 調査日・調査地点別の回答者の性別を表 3.2 に示す。両駐輪場とも休日は男性の回答
者が、平日は女性の回答者が多い結果であったが、調査は悉皆調査でなく、また調査へ
の協力を断った利用者の性別を記録していないため、この結果が利用者全体の実態を反
映したものとは必ずしもいえない。 

 

表 3.2 調査日・調査地点別の回答者の性別 
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② 回答者の年齢構成 

 回答者の年齢構成を図 3.1（先斗町）と図 3.2（寺町臨時）に示す。両駐輪場とも同様
の年齢構成を示している。年齢階層では 20 代の回答者が最も多い一方、10 代の回答者
がごく少ない結果である。調査時には、10 代の利用者と 20 代の利用者とで調査への協
力度合いにとくに際立った差は見られなかったため、この 10 代の利用者が少ないという
結果に関しては駐輪場利用者全体の年齢構成を概ね反映したものと推測される。 

 

 

図 3.1 回答者の年齢構成（先斗町自転車駐車場） 

 

 

図 3.2 回答者の年齢構成（寺町臨時自転車駐車場） 
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（2）駐輪場利用実態 

① 駐輪場への自転車入庫日 

 調査は利用者が駐輪場に自転車から取り出しに来たタイミングで実施したが、まず、
自転車を駐輪場に入れたのが調査の当日なのか、あるいは調査の前日以前からなのかに
ついて整理した結果を図 3.3 と表 3.3 に示す。 

 図と表のとおり、殆どの利用者は当日の入庫である。なお、24 時間営業の先斗町自転
車駐車場の方が入退場取扱時間が 6:30～22:30 の寺町臨時自転車駐車場よりも前日以前
からの入庫が若干多い結果となっている。 

 

 

図 3.3 当日の入庫か前日以前の入庫か 

 

 

表 3.3 当日の入庫か前日以前の入庫か 
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② 駐輪利用時間 

 当日入庫の利用者について駐輪利用時間（出庫時刻と入庫時刻の差）を整理した結果
を図 3.4 と表 3.4 に示す。 

 全体についてみると、3 時間以内の短時間の駐輪は 1 割弱しかなく、6 時間から 12 時
間の駐輪が 6 割を占めている。また、先斗町自転車駐車場においては平日・休日とも 1/4

を越える回答者が 12 時間を超える駐輪利用時間となっている。 

 

 

図 3.4 駐輪利用時間（出庫時刻と入庫時刻の差） 

 

 

表 3.4 駐輪利用時間（出庫時刻と入庫時刻の差） 
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③ 出発地点 

 駐輪場まで自転車に乗って来て入庫する際の自転車トリップの出発地点について尋ね
た結果を整理した。まず出発地点の種類別に整理したものを図 3.5 と表 3.5 に示す。 

 出発地点に関しては 9 割の回答者が自宅から自転車に乗って来ており、それ以外の勤
務先等から自転車で来た利用はごく少ない結果である。 

 

 

図 3.5 自転車トリップの出発地点（出発地種類別） 

 

 

表 3.5 自転車トリップの出発地点（出発地種類別） 

 

 



11 

 次に、利用者の出発地点を行政区別に整理したものを図 3.6 と表 3.6 に示す。 

 先斗町自転車駐車場では左京区から自転車で来て駐輪する利用者の割合が 4 割以上と
大きいのが目立っている。次いで多いのは中京区からの利用という結果である。 

 寺町臨時自転車駐車場では北区・上京区・左京区・中京区から自転車で来た利用者が
混じり合っている。 

 なお、両駐輪場とも、平日・休日ともほぼ同様の利用者の出発地構成となっている。 

 

 

 

図 3.6 自転車トリップの出発地点（行政区別） 

 

 

表 3.6 自転車トリップの出発地点（行政区別） 
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④ 駐輪場利用目的 

 駐輪場に自転車を預けて徒歩で出かけていく際の目的について尋ねた結果を整理した
ものを図 3.7 と表 3.76 に示す。 

 全体について見ると通勤を目的とした利用が約 6 割を占めている。次いで買い物・遊
び等での利用が多く合わせて 3 割程度となっている。通学での利用は 1 割程度と多くな
い結果である。 

 

 

図 3.7 駐輪場を利用する目的 

 

 

表 3.7 駐輪場を利用する目的 
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⑤ 駐輪場からの徒歩目的地 

 駐輪場に自転車を預けて徒歩で出かけていく際の目的地について尋ねた結果を整理し
たものを、まず概要について図 3.8 と表 3.8 に示す。 

 先斗町自転車駐車場では駐輪場から駅に向かう利用が休日で 4 割弱、平日では 6 割弱
あり最も多い。 

 寺町臨時自転車駐車場では平日は駐輪場から勤務先に向かう利用が最も多く約 7 割を
占め、休日は「その他」の遊び等の目的での利用が最も多く 6 割弱を占めている。一方、
駅に向かう人は 1 割ほどで多くない。 

 

 

図 3.8 駐輪場からの徒歩目的地（概要） 

 

 

表 3.8 駐輪場からの徒歩目的地（概要） 
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 次に、駐輪場に自転車を預けて徒歩で出かけていく際の目的地について尋ねた結果の
詳細を次ページからの図 3.9・図 3.10・図 3.11・図 3.12 に示す。 

 回答の多かった徒歩目的地は次のようである。 

 

 全体では阪急電車（河原町駅・始発駅）への乗換が多いという結果である。その一方、
京阪電車への乗換は少ない結果である。 

 

  （全体）  1 位 阪急河原町駅 

     2 位 市役所周辺 

     3 位 四条河原町周辺 

     4 位 新京極・寺町界隈 

     5 位 木屋町周辺 

 

 先斗町自転車駐車の利用者について見ると、先に見たように通勤利用が主体で買い物
等の利用客は 2 割程度である。下の順位のほかには、河原町三条周辺・四条通界隈に向
かう利用者も見られる。 

 

  （先斗町）  1 位 阪急河原町駅      

     2 位 木屋町周辺       

     3 位 四条河原町周辺     

     4 位 新京極・寺町界隈 

     5 位 先斗町界隈 

     京阪四条駅 

 

 寺町臨時自転車駐車場の利用者について見ると、先斗町のような鉄道駅は上位に上が
らず、買い物等で周辺地区へ行く際の利用が上位を占めている。 

 

  （寺町臨時）  1 位 市役所周辺 

     2 位 烏丸御池周辺 

     3 位 河原町通界隈 

     新京極・寺町界隈 

     四条河原町周辺 

     河原町三条周辺 
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図 3.9 駐輪場からの徒歩目的地（詳細）平日・先斗町自転車駐車場 
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図 3.10 駐輪場からの徒歩目的地（詳細）休日・先斗町自転車駐車場 
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図 3.11 駐輪場からの徒歩目的地（詳細）平日・寺町臨時自転車駐車場 
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図 3.12 駐輪場からの徒歩目的地（詳細）休日・寺町臨時自転車駐車場 
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⑥ 駐輪料金の支払い方法 

 駐輪料金の支払い方法について尋ねた結果を整理したものを図 3.13 と表 3.9 に示す。 

 結果を見る際には、両駐輪場とも定期券の発売枠の数倍の定期券利用希望者がいて、
通勤の利用者が定期券を入手できずやむなくプリペイドカード（先斗町自転車駐車場）
や回数券（寺町臨時自転車駐車場）を使用しているケースが少なくないことを知ってお
く必要がある。平日の寺町臨時自転車駐車場では定期券もしくは回数券の利用が 3/4 を、
また平日の先斗町自転車駐車場でも定期券もしくはプリペイドカードの利用が 1/2 を占
めているが、これは先にみた⑤駐輪場からの徒歩目的地（図 3.8・表 3.8）で勤務先が多
いことと対応する結果といえる。 

 

 

図 3.13 駐輪料金の支払い方法 

 

 

表 3.9 駐輪料金の支払い方法 
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⑦ 駐輪場の利用頻度 

 駐輪場の利用頻度について尋ねた結果を整理したものを図 3.14 と表 3.10 に示す。 

 平日と休日では平日の方が利用頻度の高い回答が多く、先斗町自転車駐車場・寺町臨
時自転車駐車ともに平日は「毎日・ほぼ毎日」利用するという回答が 6 割を超えている。 

 一方、初めて駐輪場を利用したという回答は休日の先斗町自転車駐車場では比較的多
い結果となっている。 

 

 

図 3.14 駐輪場の利用頻度 

 

 

表 3.10 駐輪場の利用頻度 
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⑧ 駐輪場案内板の必要性 

 駐輪場案内板の必要性について尋ねた結果を整理したものを図 3.15 と表 3.11 に示す。 

 現在は駐輪場の周辺にも駐輪場の所在を示す案内看板等が全く設置されていない状況
であるが、駐輪場案内板の必要性について尋ねた結果は、「必要だと思う」と答えた人は
約 6 割にとどまった。なお、聞き取り調査において「特に必要とは思わない」と答えた
人には「収容量の少ない現在の駐輪場にこれ以上利用者を誘導して欲しくない」という
意見が多くあった。 

 

 

 

図 3.15 駐輪場案内板の必要性 

 

 

表 3.11 駐輪場案内板の必要性 
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⑨ 自由意見 

 聞き取り調査で寄せられた主な自由意見を下記に示す。 

 調査員に自由意見を寄せた駐輪場利用者の多くが「駐輪場の増設、拡張」の希望を述
べるという結果であった。また、集計結果から通勤目的の駐輪場利用が多いことが明ら
かになったが、聞き取り調査でも「定期券が（本年度の発行枠充足で）入手できないた
め、プリペイドカード（あるいは回数券）を利用している」という声が目立った。 

 

（主な自由意見） 

• 駐輪場を増やして欲しい。駐輪場を広くして欲しい。 

• 収容力を増やすため 2 階建てや 3 階建ての駐輪場を作れないか。 

• 駐輪場を増やして欲しい。御池の地下駐車場の一部を駐輪場にして欲しい。 

• 普段は寺町駐輪場を利用しているが帰りが遅いときは（24 時間営業の）先斗町駐
輪場を利用する。 

• 駐輪場の営業は 24 時間を原則にして欲しい。 

• 安心して使える駐輪場を作って欲しい。 

• 無人の駐輪場で盗難に遭った経験がある。（ここのように）有人だと安心して利
用できる。 

• 2段式の自転車ラックは使いにくい（先斗町駐輪場・女性）。 

• 2 段式の自転車ラックの上段のレールを降ろしたときに下の自転車に当たること
があるので改善して欲しい（先斗町駐輪場）。 

• 定期券の発売枠が少なく、入手できない。 

• 回数券のインフォメーションをもっと分かりやすくして欲しい。 

• どの駐輪場でも停められる共通券があれば便利である。 

• 駐輪場の料金をもっと安くして欲しい。 

• 子供（小中生）の駐輪料金は無料にすべきである。 

• 鉄道会社も駐輪場の増設に負担協力すべきである。また、自転車のイメージ向上
が必要である。 

• 四条通を自転車で走れるようにして欲しい（現在は自転車に乗って走ることは禁
止）。 

• 新しくできる施設には必ず駐輪スペースを設置して欲しい。 

• 整理整頓をちゃんとして欲しい。 

• 放置自転車の多いところに駐輪場の案内板を建てるべき。 

• 四条烏丸に駐輪場が欲しい。 

• 放置自転車はやめてほしい。 

• 短時間駐輪できるスペースを大通りに設置して欲しい。 

• 放置自転車が多いので駐輪場に誘導する案内が必要である。 

• 自転車利用者全体がルールを守って、きちんと走って欲しい。 

• 歩道を走る自転車を規制すべきである。 
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4. まとめ 

 

（1）駐輪場別の特徴 

① 先斗町自転車駐車場 

• 平日、休日ともに通勤目的の利用者が 6 割を占める。 

• 通勤・通学目的の利用者のうち阪急河原町駅に向かう人が多い。 

• 買い物等で利用する人が少ない。 

• 女性の利用者には二段式の自転車ラックが不評である。 

 

② 寺町臨時自転車駐車場 

• 平日は通勤利用者が多く、休日は買い物等で利用する人が多い。 

• 駐輪場から駅に移動する人が少ない。 

• 24 時間営業を望む声が多い。 

• 烏丸御池周辺まで歩く人が多い。 

 

（2）駐輪場の利用状況と課題 

① 駐輪場の利用状況 

• 阪急河原町駅に向かう人が目立つ一方で、京阪電車の駅に向かう人が少ないことが
分かった。 

• 駐輪場に駐輪してからの徒歩での移動箇所は徒歩時間にして概ね 5 分から 10 分程
度までの範囲が多いことが分かった。 

• ほとんどの利用者が駐輪場の増設・拡張を希望していることが分かった。 

 

② 駐輪場の利用状況に関する課題 

• 10 代の利用者が少ない。 

• 阪急電車の利用者が多いという事は、阪急烏丸駅（四条烏丸）の付近に駐輪場を設
置すると先斗町自転車駐車場と同様に利用されると考えられる。 

 

（3）今後の検討 

 交通 WG では、本調査の結果と京都市が実施した放置自転車に関する実態調査結果など
とを合わせ、今後、都心の自転車利用に関する施策について検討する。検討の結果は、提
案のかたちに取りまとめ「歩いて楽しいまちなか戦略」推進協議会等を通じて、その内容
の実現を働きかける。 
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付録 
平成 19 年 2 月 

〜まちなかプロジェクト〜 
都心部放置自転車等対策アクションプログラムに対する提言 

京みやこのアジェンダ 21 フォーラム 
交通ワーキンググループ 

1. はじめに 
 
 平成 18 年 10 月、京都市は『都心部放置自転車等対策アクションプログラム』（以下、ア
クションプログラム）を発表し、いわゆる「歴史的都心地区」における放置自転車対策を発
表した。京都市建設局放置車両対策課は平成 18 年 5 月に同地区内の放置自転車の現状調査
を行って放置自転車の台数を把握し、この結果をアクションプログラムに反映させている。 
 一方、 京みやこのアジェンダ 21 フォーラム交通ワーキンググループ（以下、交通 WG）では、
地球温暖化防止の一助として自転車の利用促進を提唱しているものの、放置自転車やマナー
違反等の問題は憂慮すべき課題と認識しており、これらが解決されなければ、自転車利用に
対する市民の支持は困難であると考えている。 
 そこで、交通 WG では、平成 18 年 12 月に、京都市建設局放置車両対策課および財団法
人京都市駐車場公社の協力のもと、歴史的都心地区に隣接する寺町臨時自転車駐車場と先斗
町自転車駐車場において、「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」を行った。これは駐輪場利
用者の利用実態を知ることにより、アクションプログラムの推進に寄与し、京都市における
いわゆる「自転車問題」解決の一助となることを目的に行った調査である。交通 WG は、今
後も関係当局と連携し自転車利用者のマナー向上と、地球温暖化防止の観点から自転車の利
用促進を提唱していきたいと考えている。 
 
2. 駐輪場利用の課題 
 
 京都市建設局放置車両対策課が平成 18 年５月に行った放置自転車実態調査によれば、都
心部における放置自転車の台数は平日の昼間で 3,784 台、夜間では 6,091 台に上る。その一
方、公共自転車等駐車場の収容能力は２カ所、収容台数にして約 1,450 台であり、駐輪場の
飽和状態を示している。 
 今回、アクションプログラムで明示されたところによれば、京都市は平成 22 年度までに 3
カ所の駐輪場を都心に整備し、新たに 2,500 台の駐輪スペースを確保する。 
 交通 WG が平成 18 年 12 月に行った「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」における駐
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輪場利用者の意見でも、駐輪場の増設や拡張を望む声は非常に多く、アクションプログラム
における都心の駐輪場の新設は多くの市民の支持を得られるものと考えられる。しかし一方
で、交通 WG の調査時には、駐輪場ユーザーの大多数が、新規駐輪場の計画を知らなかった。
このことを考慮すると、新規駐輪場の利用促進、ならびに既存駐輪場の利用促進をどのよう
な方法で行っていくかが課題になるであろう。 
 
3. 駐輪場利用の促進のための提案 
 
 A 駐輪場案内板の設置 
 
 駐輪場利用促進と自転車ユーザーの放置自転車回避のためにも、駐輪場への誘導案内板の
設置が必要である。「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」で案内板設置の賛否を問うたとこ
ろ、駐輪場利用者の約 6割が駐輪場の案内板は必要であると回答している。「特に必要とは思
わない」と回答した利用者に関しても、回答の真意は「収容台数の少ない現在の駐輪場に、
これ以上の利用の誘導を行うことは、現在の利用者にとっては自分たちが駐輪できなくなる
可能性があるので、案内板は必要ない」という理由であることが多かった。後者の懸念につ
いては、アクションプログラムに従って今後新規の駐輪場が増設されていく中で解決できる
ものといえる。 
 
 さて、駐輪場への誘導案内板の具体的な設置場所は、都心部への自転車の流入と、現在放
置自転車が多数確認できる場所への流入経路を考慮し、以下の場所が考えられる。 
 

1）寺町臨時駐輪場への誘導 
• 河原町御池交差点 
• 寺町御池交差点 
• 河原町二条交差点 

2）先斗町駐輪場への誘導 
• 三条大橋西詰 
• 木屋町四条交差点 
• 木屋町三条交差点 

3）平成 19 年内新設駐輪場（生祥小学校プール跡地）への誘導 
• 六角広場 
• 富小路三条 
• 柳馬場六角 
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 上記の案内板に関しては、平成 19 年内に完成する新設駐輪場（生祥小学校プール跡地）
の開設と連動して整備されることが望ましい。なお、誘導案内板の仕様は満空情報が示され
る電光式案内板がより望ましいが、矢印や地図のかたちで駐輪場の位置を表示する案内板で
も機能を果たすと考えられる。 
 
 B 街頭や主要駅に於ける駐輪場利用キャンペーン 
 
 「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」によると、駐輪場利用者の 7割が通勤・通学目的の
利用であり、そのうち約 3割が駐輪場に自転車を置いてから鉄道各駅に移動している。また、
駅以外の主な目的地としては、四条河原町周辺、新京極・寺町界隈が多いことがわかった。
このことから、鉄道主要駅（阪急河原町・京阪四条・京阪三条など）で駐輪場利用のキャン
ペーンを行うと共に、都心部に於ける街頭キャンペーン（四条河原町、新京極・寺町界隈、
河原町三条周辺など）を行うことが駐輪場の利用促進にとって効果的であると考えられる。 
 この駐輪場利用のキャンペーンは京都市や関係商店街等の各主体が連携して行い、多くの
市民に駐輪場利用を勧めると共に、放置自転車の追放を訴えるものにすることが望まれる。 
 
 C 『市民しんぶん』（行政区版）における広報 
 
 「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」によると、各駐輪場に向けて自転車で移動する際の
出発地点は 9割以上が駐輪場利用者の自宅であった。また、この出発地を行政区別で見ると、
左京区が最も多く、次いで上京区・北区・右京区・中京区が多い結果であった。そこで、こ
れらの主な出発行政区の市民に対して重点的に駐輪場利用のアピールを行うと効果的である
と考えられる。手段としては、『市民しんぶん』の上記行政区版に駐輪場利用促進と共に自転
車マナー向上の記事を掲載することが考えられる。 
 
 D 学生に対する駐輪場利用促進のキャンペーン 
 
 「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」において、回答者の年齢構成をみると、10 代の回
答者が 1 割に満たなかった。このことから放置自転車をする者の多くが 10 代を中心とする
若者であると一概にいうことは必ずしも適当ではないが、多くの大学を有する京都市に於い
て、学生をはじめ若者の自転車ユーザーに対する呼びかけは重視しなければならないことで
あろう。 
 そこで、都市問題、交通問題等を研究する各大学のゼミ等に呼びかけ、学生主導の「放置
自転車追放チーム」を編成し、学内はもとより、学外に於いても京都市に於ける「自転車問
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題」解決の一翼を担わせることを提案したい。 
 
 E 買い物等の駐輪場一時利用者に対するサービス 
 
 「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」において、駐輪場を利用して買い物等に行く利用者
は駐輪場利用者全体の 2割程度であった。また、その多くが、駐輪時間が 6 時間未満の利用
であった。このことより、買い物客など相対的に短時間駐輪する自転車利用者に対する駐輪
場利用の働きかけも強化すべきと考えられる。 
 その具体的方策としては、放置自転車を回避するために、地元商店街等の協力を仰ぎ、買
い物客等に駐輪場利用券を配布するなどのサービスを行うことが考えられる。 
 これについては、恒常的な取り組みを行う前に、社会実験として事前に行い、その結果を
踏まえて内容を見直すことも一つの方法である。 
 
 F 駐輪場のサービス向上 
 
 「京都市都心部駐輪場の利用実態調査」によると、駐輪場利用者の内、約 5割が毎日あるい
はほぼ毎日駐輪場を利用している。その大多数が定期券利用を希望しているが、同時に駐輪
場の定期券の利用枠が少ないことに不満を感じている。利用実態調査の結果からは、定期枠
を今よりも拡大するほうが現在の利用者には歓迎されるであろう。 
 利用実態調査において調査員に寄せられた自由意見で目立ったものとして、女性の利用者
が先斗町自転車駐車場で使用されている二段式の駐輪ラックの取り扱いに不満を持っている
ことが判った。また、有人の現行の駐輪場は「安心して利用できる」という声もあり、駐輪
場に対する、安心感や防犯面へのニーズも見て取ることができる。とくに先斗町駐輪場でよ
く行われている、係員のバイク・自転車の誘導や声掛けは駐輪場の環境作りに良い作用を及
ぼしていることは特筆すべきことである。先斗町自転車駐車場においては、管理棟の近くに
二段式駐輪ラックを使用しない「女性専用コーナー」を設けるといったニーズへの対応も考
えられる。 
 
 G 平成 19 年秋の交通社会実験 
 
 京都市が推進する「歩いて楽しいまちなか戦略」の中で平成 19 年度の秋に実施を予定し
ている都心の交通社会実験においては、メニューの一部に放置自転車対策を取り入れた交通
社会実験を行うことは不可欠であると考えられる。 
 寺町臨時自転車駐車場、先斗町自転車駐車場、さらに秋には利用が始まる新設駐輪場（生
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祥小学校プール跡地）の 3 駐輪場を核とした上で、臨時駐輪場の開設なども合わせた、駐輪
場利用促進を計ると同時に放置自転車削減を目指す社会実験メニューを策定する必要がある。 
 
4. おわりに 
 
 平成 22 年度を目標年度とする『都心部放置自転車等対策アクションプログラム』である
が、その達成のためには、駐輪場を提供する行政・民間とそれを利用する市民の間に意思の
疎通がなくてはならない。そのためには、京都市の社会環境を前提とした、官・学・民の連
携は不可欠である。アクションプログラムにも記述されている「安全かつ快適な歩行・走行
空間を確保するとともに、良好な景観を保全することにより、歩いて楽しいまちづくりを推
進する」という目的は、地球温暖化防止の観点からも重要なことであり、京のアジェンダ 21
フォーラム交通ワーキンググループとしても微力ながら、このアクションプログラムに協力
を惜しまないものである。 
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